
様
式
第
五
号
の
二
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
五
号
の
三
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
の
四
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
八
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
九
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
六
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

前
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
七
条

第
五
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
七
条

第
五
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
八
条

第
五
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

第
五
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の

い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
同
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
併
せ
て
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

３

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
、
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
併
せ
て
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
届
書
等
の
記
載
事
項
）

（
届
書
等
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
二

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
前
条
の
届
書
又
は
申
請
書
に
は
、
届
出
人
又
は
申
請
者
の
氏
名

及
び
住
所
並
び
に
届
出
又
は
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
二

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
前
条
の
届
書
又
は
申
請
書
に
は
、届
出
人
又
は
申
請
者
の
氏
名
、

住
所
及
び
届
出
又
は
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
、
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
届
出
人
又
は
申
請

者
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
の
様

式
に
従
つ
て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
う
え
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
氏
名
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
の
様

式
に
従
つ
て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
う
え
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
記
名
押
印
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
八
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
九
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
激
甚じ
ん

災
害
時
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
に
よ
る
求
職
者
給
付
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

激
甚じ
ん

災
害
時
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
に
よ
る
求
職
者
給
付
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
者
又
は
申
請
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の

い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

前
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
六
条

第
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
六
条

第
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
七
条

第
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

第
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
削
る
）

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
五
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

前
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
六
条

第
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
六
条

第
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
七
条

第
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

第
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
（
第
一
面
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
九
条

炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
労
働
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
中
「印

」
を
削
る
。

（
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
条

社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
厚
生
省

労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
開
業
社
会
保
険
労
務
士
等
に
よ
る
書
類
へ
の
氏
名
の
記
載
等
）

（
開
業
社
会
保
険
労
務
士
等
に
よ
る
書
類
へ
の
記
名
押
印
等
）

第
十
六
条

他
人
の
求
め
に
応
じ
報
酬
を
得
て
法
第
二
条
に
規
定
す
る
事
務
を
業
と
し
て
行
う
社
会
保
険
労
務
士

（
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
を
除
く
。
以
下
「
開
業
社
会
保
険
労
務
士
」
と
い
う
。）若
し
く
は
そ
の
使
用

人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士

は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
請
書
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。）を
作
成

し
た
場
合
に
は
、
作
成
し
た
書
類
に
作
成
の
年
月
日
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
書
等
の
作
成
に
係
る
社
会

保
険
労
務
士
の
名
称
を
冠
し
て
そ
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

他
人
の
求
め
に
応
じ
報
酬
を
得
て
法
第
二
条
に
規
定
す
る
事
務
を
業
と
し
て
行
う
社
会
保
険
労
務
士

（
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
を
除
く
。
以
下
「
開
業
社
会
保
険
労
務
士
」
と
い
う
。）若
し
く
は
そ
の
使
用

人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士

は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
請
書
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。）を
作
成

し
た
場
合
に
は
、
作
成
し
た
書
類
に
作
成
の
年
月
日
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
書
等
の
作
成
に
係
る
社
会

保
険
労
務
士
の
名
称
を
冠
し
て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

開
業
社
会
保
険
労
務
士
若
し
く
は
そ
の
使
用
人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社

員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
等

の
提
出
に
関
す
る
手
続
を
代
わ
つ
て
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
等
に
「
提
出
代
行
者
」
と
表
示
し
、か
つ
、

当
該
申
請
書
等
の
提
出
に
係
る
社
会
保
険
労
務
士
の
名
称
を
冠
し
て
そ
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

開
業
社
会
保
険
労
務
士
若
し
く
は
そ
の
使
用
人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
社

員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
等

の
提
出
に
関
す
る
手
続
を
代
わ
つ
て
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
等
に
「
提
出
代
行
者
」
と
表
示
し
、か
つ
、

当
該
申
請
書
等
の
提
出
に
係
る
社
会
保
険
労
務
士
の
名
称
を
冠
し
て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
代
理
等
に
係
る
書
類
へ
の
氏
名
の
記
載
等
）

（
事
務
代
理
等
に
係
る
書
類
へ
の
記
名
押
印
等
）

第
十
六
条
の
三

社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
は
、
事
務
代
理
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
申

請
書
等
を
行
政
機
関
等
に
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
に
対
し
て

事
務
代
理
等
の
権
限
を
与
え
た
者
（
以
下
「
本
人
」と
い
う
。）の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
申
請
書
等
に「
事

務
代
理
者
」
又
は
「
紛
争
解
決
手
続
代
理
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
当
該
事
務
代
理
等
に
係
る
社
会
保
険
労
務

士
の
名
称
を
冠
し
て
そ
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
三

社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
は
、
事
務
代
理
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
申

請
書
等
を
行
政
機
関
等
に
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
に
対
し
て

事
務
代
理
等
の
権
限
を
与
え
た
者
（
以
下
「
本
人
」と
い
う
。）の
記
名
押
印
又
は
署
名
を
し
た
申
請
書
等
に「
事

務
代
理
者
」
又
は
「
紛
争
解
決
手
続
代
理
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
当
該
事
務
代
理
等
に
係
る
社
会
保
険
労
務

士
の
名
称
を
冠
し
て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
九
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
号
（
第
一
面
）
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
七
号
（
第
四
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
二
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
二
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
二
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
二
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
二
号
の
八
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
十
二
号
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
二
号
の
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
十
二
号
の
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
二
号
の
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
家
内
労
働
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
二
条

家
内
労
働
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
視
能
訓
練
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
三
条

視
能
訓
練
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
四
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
五
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
事
業
主
の
代
理
人
）

（
事
業
主
の
代
理
人
）

第
七
十
三
条

（
略
）

第
七
十
三
条

（
略
）

２

事
業
主
は
、
前
項
の
代
理
人
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
で
あ
つ
て
代
理
人
の
選
任
に
係
る
も
の
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

２

事
業
主
は
、
前
項
の
代
理
人
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に

よ
り
、
そ
の
旨
及
び
当
該
代
理
人
が
使
用
す
べ
き
認
印
の
印
影
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
所
轄
公
共
職

業
安
定
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
で
あ
つ
て
代
理
人
の
選
任
に
係

る
も
の
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
（
表
紙
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
労
働
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
六
条

失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
労
働
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
（
甲
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
様
式
（
乙
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
七
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
の
三
か
ら
様
式
第
四
号
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
九
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
一
号
の
七
か
ら
様
式
第
二
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
八
条

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
構
造
検
査
）

（
構
造
検
査
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ

の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

４

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か

つ
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
に
様
式
第
五
号
に
よ
る
構
造
検
査
済
の
印
を
押
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
溶
接
検
査
）

（
溶
接
検
査
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ

の
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か

つ
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
溶
接
明
細
書
に
様
式
第
十
号
に
よ
る
溶
接
検
査
済
の
印
を
押
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
そ

の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
ボ
イ
ラ
ー
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押
し
、
か

つ
、
そ
の
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
に
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
使
用
検
査
済
の
印
を
押
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
構
造
検
査
）

（
構
造
検
査
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

４

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
構
造
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
か
つ
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
に
様
式
第
五
号
に
よ
る
構
造
検
査
済
の
印
を
押
し
て
申
請
者
に
交

付
す
る
。

（
溶
接
検
査
）

（
溶
接
検
査
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

３

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
溶
接
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
九
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
か
つ
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
溶
接
明
細
書
に
様
式
第
十
号
に
よ
る
溶
接
検
査
済
の
印
を
押
し
て
申
請
者

に
交
付
す
る
。

（
使
用
検
査
）

（
使
用
検
査
）

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
は
、
使
用
検
査
に
合
格
し
た
第
一
種
圧
力
容
器
に
様
式
第
四
号
に
よ
る
刻
印
を
押

し
、
か
つ
、
そ
の
第
一
種
圧
力
容
器
明
細
書
に
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
使
用
検
査
済
の
印
を
押
し
て
申
請
者
に

交
付
す
る
。

（
設
置
報
告
）

（
設
置
報
告
）

第
九
十
一
条

事
業
者
は
、
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、小
型
ボ
イ
ラ
ー
設
置
報
告
書（
様

式
第
二
十
六
号
）
に
機
械
等
検
定
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
構
造
図
及
び
同
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
並
び
に
当
該
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
場
所
の
周
囲
の
状
況
を
示
す
図
面
を
添

え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
十
一
条

事
業
者
は
、
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、小
型
ボ
イ
ラ
ー
設
置
報
告
書（
様

式
第
二
十
六
号
）
に
機
械
等
検
定
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
構
造
図
及
び
同
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
明
細
書
（
同
規
則
第
四
条
の
合
格
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）並
び
に
当

該
小
型
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
場
所
の
周
囲
の
状
況
を
示
す
図
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号

削
除

様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号

削
除

様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号

削
除

様
式
第
十
五
号
か
ら
様
式
第
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
九
号
か
ら
様
式
第
二
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
九
条

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
八
号
か
ら
様
式
第
三
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
条

ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
一
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
十
二
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
一
条

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
の
二
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
二
条

鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
四
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
六
条

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
一
条
の
六

（
略
）

第
一
条
の
六

（
略
）

２

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

製
造
時
等
検
査
に
合
格
し
た
第
一
条
の
三
の
申
請
に
係
る
特
定
機
械
等
（
第
一
条
の
八
の
五
及
び
第
一
条

の
九
に
お
い
て
「
製
造
時
等
検
査
対
象
機
械
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
の
刻
印
に
関
す
る
事
項

五

製
造
時
等
検
査
に
合
格
し
た
第
一
条
の
三
の
申
請
に
係
る
特
定
機
械
等
（
第
一
条
の
八
の
五
及
び
第
一
条

の
九
に
お
い
て
「
製
造
時
等
検
査
対
象
機
械
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
の
刻
印
及
び
製
造
時
等
検
査
済
の
印

の
押
印
に
関
す
る
事
項

六
〜
九

（
略
）

六
〜
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

登
録
個
別
検
定
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

登
録
個
別
検
定
機
関
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

個
別
検
定
に
合
格
し
た
第
十
二
条
の
申
請
に
係
る
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
（
第
十
八
条
に
お
い

て
「
個
別
検
定
対
象
機
械
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
の
刻
印
又
は
刻
印
を
押
し
た
銘
板
に
関
す
る
事
項

五

個
別
検
定
に
合
格
し
た
第
十
二
条
の
申
請
に
係
る
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
（
第
十
八
条
に
お
い

て
「
個
別
検
定
対
象
機
械
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
の
合
格
の
印
の
押
印
及
び
刻
印
又
は
刻
印
を
押
し
た
銘

板
に
関
す
る
事
項

六
〜
九

（
略
）

六
〜
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
一
号
の
四
ま
で
の
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
一
号
の
五
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
四
号
の
三
か
ら
様
式
第
四
号
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
六
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
六
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
七
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
七
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
号
の
四
か
ら
様
式
第
七
号
の
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
機
械
等
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条

機
械
等
検
定
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
明
細
書
の
交
付
）

（
個
別
検
定
合
格
印
）

第
四
条

個
別
検
定
実
施
者
は
、
個
別
検
定
に
合
格
し
た
機
械
等
に
つ
い
て
、
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
明
細
書

を
個
別
検
定
申
請
者
に
交
付
す
る
。

第
四
条

個
別
検
定
実
施
者
は
、
個
別
検
定
に
合
格
し
た
機
械
等
に
つ
い
て
、
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
明
細
書

に
様
式
第
三
号
に
よ
る
合
格
の
印
を
押
し
て
個
別
検
定
申
請
者
に
交
付
す
る
。

様
式
第
一
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
（
三
）
か
ら
様
式
第
二
号
（
五
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号

削
除

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
九
条

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
届
書
の
記
載
事
項
）

（
届
書
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
届
書
に
は
、
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
の
年
月
日
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
届
書
に
は
、
届
出
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
届
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、

押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
届
出
者
の
氏
名
を
自
署
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
押
印

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
請
求
書
又
は
届
書
の
様
式
に
従
つ

て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
請
求
書
又
は
届
書
の
様
式
に
従
つ

て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

様
式
第
一
号
（
表
面
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
四
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
（
表
面
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
確
認
の
請
求
）

（
確
認
の
請
求
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
で
確
認
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

請
求
書
を
、
そ
の
者
を
雇
用
し
又
は
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定

所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
拠
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
で
確
認
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て

署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
、
そ
の
者
を
雇
用
し
又
は
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
の
事
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
拠
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
聴
取
書
を
作
成
し
、
請
求
者
に
読
み
聞
か
せ

た
上
、
氏
名
を
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
聴
取
書
を
作
成
し
、
請
求
者
に
読
み
聞
か
せ

た
上
、
署
名
又
は
記
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
〜
８

（
略
）

５
〜
８

（
略
）

９

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
聴
取
書
を
作
成
し
、
請
求
者
に
読
み
聞
か

せ
た
上
、
氏
名
を
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
聴
取
書
を
作
成
し
、
請
求
者
に
読
み
聞
か

せ
た
上
、
署
名
又
は
記
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

（
略
）

10

（
略
）

（
代
理
人
）

（
代
理
人
）

第
百
四
十
五
条

（
略
）

第
百
四
十
五
条

（
略
）

２

事
業
主
は
、
前
項
の
代
理
人
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
、
当
該
代
理
人
の
選
任
又
は
解
任
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提

出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
代
理
人
が
使
用
す
べ
き
認
印
の
印
影
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
主
は
、
前
項
の
代
理
人
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て

署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
届
書
を
、
当
該
代
理
人
の
選
任
又
は
解
任
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公

共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
代
理
人
が
使
用
す
べ
き
認
印
の
印
影
を
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
六
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
九
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
二
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
九
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
九
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
十
九
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
二
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
二
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


